
30

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
い
よ
い
よ
新
し
い
年
が

始
ま
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
と
っ

て
充
実
し
た
1
年
で
あ
る
よ
う
願

っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
達
が
描
い
た
顔
を
並
べ

ま
し
ょ
う
。1

月
13
日（
火
）

午
前
10
時
〜
正
午

皆
で
絵
合
わ
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

1
月
15
日（
木
）

午
前
10
時
〜
正
午

折
り
紙
を
折
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

1
月
16
日（
金
）

午
前
10
時
〜
正
午

季
節
の
歌
を
歌
っ
た
り
、
講
師

に
よ
る
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
で
リ
ラ

ッ
ク
ス
し
ま
し
ょ
う
。

1
月
19
日（
月
）

午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

電
車
を
作
っ
て
遊
び
ま
し
ょ
う
。

1
月
20
日（
火
）

午
前
10
時
〜
正
午

フ
ル
ー
ツ
サ
ン
ド
を
作
り
ま
す
。

1
月
22
日（
木
）

午
前
10
時
〜
11
時

エ
プ
ロ
ン
・
コ
ッ
プ

お
箸
セ
ッ
ト
・
三
角
巾

20
組

2
0
0
円

1
月
15
日（
木
）
ま
で

ブ
ー
メ
ラ
ン
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

1
月
27
日（
火
）

午
前
10
時
〜
正
午

音
楽
に
合
わ
せ
て
演
奏
を
し
ま

し
ょ
う
。

1
月
29
日（
木
）

午
前
10
時
〜
正
午

鬼
の
お
面
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

1
月
30
日（
金
）

午
前
10
時
〜
正
午

鬼
を
退
治
し
ま
し
ょ
う
。

2
月
3
日（
火
）

午
前
10
時
〜
正
午

「
う
さ
ぎ
と
か
め
」
を
や
り
ま

す
。

2
月
5
日（
木
）

1
回
目
　
午
前
10
時
〜

2
回
目
　
午
前
11
時
〜

お
子
さ
ん
の
成
長
を
調
べ
ま
し

ょ
う
。

2
月
6
日（
金
）

午
前
10
時
〜
正
午

◎
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
　
ゆ
り

か
ご
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

1（
48
）5
5
3
0

親
子
で
楽
し
め
る
「
親
子
体
操
」

（
2
〜
3
歳
児
対
象
）
の
参
加
者
を

募
集
し
ま
す
。1

月
28
日（
水
）

午
前
10
時
〜
11
時

ゆ
う
ゆ
う
館
大
ホ
ー
ル

宇
賀
神
　
博
子
先
生

2
〜
3
歳
児
の
親
子
20
組

1
月
7
日（
水
）
〜
（
先
着
順
）

「
つ
く
し
」
に
あ
る
申
込
用
紙
に
ご

記
入
の
上
、
直
接
「
つ
く
し
」
に

申
込
み
く
だ
さ
い
。

簡
単
料
理
で
、
栄
養
が
い
っ
ぱ

い
！
親
子
で
手
作
り
お
や
つ
を
作

り
ま
せ
ん
か
。2

月
4
日（
水
）

午
前
10
時
〜
11
時

ゆ
う
ゆ
う
館
つ
く
し
及
び

調
理
室
　

鈴
木
　
久
江
先
生

1
歳
半
〜
就
学
前
の

親
子
20
組

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾

1
組
　
2
0
0
円

1
月
7
日（
水
）〜
（
先
着
順
）

※
電
話
申
込
み
可

下
野
市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

つ
く
し
　
　
1（
43
）
1
2
3
3

開
所
時
間
　
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分

（
土
曜
日
午
前
10
時
〜
午
後
3
時
）

と、お宅を訪問してきませんでしたか？見知らぬ業者･･･が。使用
している布団を見せてほしいと言いながら自宅の中に入り込み布団
契約を強引におこなう違法な訪問販売業者。知らない人が話しかけ
てきたら【サギだと思え】知らない人が近づいたら【サギだと思え】
近頃、悪い人間が増えています。
自分の考えをしっかりもって、訪問業者との話は玄関の外もしく

はインターホン越しで行いましょう。
自宅の中に、訪問販売業者を決して入れてはいけません。悪質な

訪問販売業者は、あなたの玄関から自宅の中の様子を必ず見ていま
す。怖いですね･･･。話し相手を装い、人の弱さにつけ込む悪い人は、
あなたの近くを歩いています。不安・疑問に感じたら消費生活セン
ターに相談しましょう。

下野市小金井1127番地（国分寺庁舎2階　生活課内）

月～金（土日・祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後4時（正午～午後1時除く）

栃木県消費生活センターでは土曜日に電話相談のみ相談可能です。
受付時間：午前9時から午後4時　~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


